
「京都・和の文化体験の日」運営業務に係る事業者選定実施要項 

１ 目的 

この要項は，「京都・和の文化体験の日」運営に係る業務を行うため，プロポーザル方式により業

者を選定する手続について，必要な事項を定める。 

２ 委託業務名称 

  「京都・和の文化体験の日」運営業務 

３ 契約期間 

  契約締結日から平成 31年 3月 31日まで 

４ 委託予定上限額 

  金 3,200,000円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

５ 業務内容 

本市では，東京2020オリンピック・パラリンピック等の開催に向けて，京都の次代を担う若者が「和

の文化」を理解し，世界に発信することが出来るよう，取組を進めている。  

「京都・和の文化体験の日」（今年度のテーマは，落語）を通じて，ア 大学生をはじめとする若

者が，イ 伝統文化に触れ，体験し，また伝統文化を支えるウ 伝統産業に馴染む機会を提供する。 

 本業務は，タイムスケジュールやスタッフ配置の作成，会場の設営，当日の受付など，「京都・和

の文化体験の日」の運営に係る業務を行うものである。 

６ 参加資格 

市内中小企業であって，次の資格要件を全て満たしている者（市内中小企業とは，中小企業基本法

第 2条第 1号各号のいずれかに該当するものであって，本市の区域内に本店又は主たる事務所を有す

るものをいう。） 

⑴ 京都市競争入札参加有資格者名簿に登録している者であること，あるいは，次に掲げる資格を

有し，それを証明する書類を提出すること 

ア 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと 

イ 地方自治法施行令第 167条の 4第 2項各号のいずれかに該当し，3年を経過しない者及びそ 

の者を代理人，支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと 

ウ 引き続き 2年以上当該営業を営んでいること 

エ 法人税又は所得税及び消費税の未納がないこと 

   オ 京都市の市民税及び固定資産税の未納がないこと 

   カ 京都市の水道料金及び下水道使用料の未納がないこと 

   キ 京都市暴力団排除条例第 2条第 4号に規定する暴力団員又は同条第 5号に規定する暴力団密 

接関係者でないこと 

⑵ 契約の締結の日までに，京都市競争入札等取扱要綱第 29 条第 1 項の規定に基づく競争入札参

加停止の処分を受けていないこと 

⑶ 過去 3年間に伝統文化に係る催事（規模 300人以上）運営等の業務実績を有すること 

⑷ 3箇月以上の雇用関係があり，過去 3年間に⑶の業務実績を有する統括責任者を配置できること 

７ 参加業者の受付・提案書の提出 

⑴ 提出資料 ※ 3部のものは正本 1部と複写 2部でよい。 

ア 参加意向確認書（様式 1） 1部 

イ 業務実績調書（様式 2）  3部  

  過去 3年間における伝統文化に係る催事（規模 300人以上）運営等業務の実績について記

載すること。複数の業務実績を有する場合は，内容等が本業務に最も類似していると思われ

るもの 1件を提出すること。 

ウ 業務実施に係る企画提案書（様式は任意とする。） 3部 

（以下に関することを必ず提案，記載すること）   

・ イベントの企画概要について記載すること（想定する会場や時期，内容等） 

・ 落語を分かりやすく紹介し，若者の興味を引くアイデア等，多くの若者が参加したく

なる企画案を提案すること 

・ チラシ配布以外で，若者に効果的に周知できる広報宣伝手法を提案すること 



・ イベントの要素の一つとして，伝統産業に親しめる企画案を提案すること 

・ 京都市の文化政策を取り入れた企画案を提案すること（市主催・関連事業との連携等） 

・ 本業務における会社としての取組方針，取組体制，配慮すべき事項を記載すること 

・ 進め方や会社としての独自の工夫について具体的に記入すること 

エ 見積書（様式 3）  3部 

本業務の受託見積金額（消費税及び地方消費税を含む。）を様式 3 に記入し，様式 3 とは

別に応募者で使用している様式での見積書（内訳付き）も提出すること 

オ 統括責任者調書（様式 4）  3部 

統括責任者は本業務を実質的に担当するものとし，業務完了まで特別な事情がない限り変

更はできない。 

カ 統括責任者の 3箇月以上の雇用を証明する書類  3部 

キ 京都市競争入札参加資格を有しない場合，上項⑴の参加資格を満たすことを証明する書類

（会社案内，登記簿謄本等）  各 1部 

  ⑵ 応募方法 

参加意向確認書（様式 1）及び７⑴提出書類の提出をもって本募集に応募したものとする。 

ア 参加意向確認書（印不要） 

          a  提出期限： 平成 30年 6月 29日（金）午後 5時まで（必着） 

          b  提 出 先： 参加意向確認書（様式 1）に必要事項を記入の上，持参，電子メールまた

はＦＡＸ（電子メール及びＦＡＸの場合は，電話連絡のこと）によりウの提

出先に提出 

イ 仕様書等に関する質疑応答 

          a  質問期限： 平成 30年 6月 29日（金）午後 5時まで（必着） 

              ※ 期限後の質問は，一切受け付けない。 

          b  質問方法： 持参，電子メールまたはＦＡＸ（電子メール及びＦＡＸの場合は，電話

連絡のこと）によりウの提出先に提出   

             c  質問様式： 任意であるが，以下の項目を明記のこと 

                  ・ 件名は，『「京都・和の文化体験の日」運営業務に関する質問』とする

こと 

          ・ 質問者の会社・団体名，部署名，担当者の氏名，電話番号，ＦＡＸ

番号及び電子メールアドレスを記載すること 

ｄ  回答方法： 質問者及び参加意向確認書提出者に平成 30年 7月 4日(水)までに電子 

メール又はＦＡＸにより回答 

ウ 企画提案書の提出期限及び提出先 

          a  提出期限：平成 30年 7月 11日（水）午後 5時まで（必着） 

          b  提出方法：持参（平日の午前 9時～午後 5時）又は郵送（書留郵便に限る。） 

          c  提 出 先：京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課（担当：神﨑，﨑山） 

〒604-8006 京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町 394 番地 Y・J・K ビル 2 階 

電話：075-366-0033 ＦＡＸ ：075-213-3181 

電子メール：bunka@city.kyoto.lg.jp 

８ 評価方法等 

⑴ 評価基準 

    別記 1のとおり 

⑵ 評価方法 

 提出された企画提案書等について，別記１ 評価基準に基づき，評価する。また，必要に応じ

て参加者にヒアリングを実施する場合がある。その場合には，参加者に別途通知する。 

⑶ 候補者の選定方法 

   ア 失格者を除いた者の内，⑵の合計点が最も高い者を契約相手方の候補者として選定する。 

イ 最高点の者が複数の場合は，様式 3の金額が最も安価な者を契約の相手方の候補者として選

定する。なお，金額も同額の場合については，当該者は，当初提案の金額の範囲内で様式 3を

再作成し，再提出された様式 3の金額が最も安価な者を契約の相手方として選定する。 

ウ 参加者が１者のみであっても，プロポーザルが成立することとし，審査・選定を行う。 

   エ ア，イ，ウにかかわらず，合計点が 60点未満の場合は，候補者として選定しない。 
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⑷ その他 

    次に掲げる事項に該当する者は，失格とする。 

    ア 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

    イ 提出に関する条件に違反した場合 

    ウ 様式 3の金額が４の委託上限額を超える場合 

    エ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合 

    オ 評価に関わる者に対して，直接，間接を問わず故意に接触を求めた場合 

    カ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 

９ 業者の選定 

  候補者選定後，参加者全員に選定又は非選定の結果を通知する。また，選定結果通知日翌営業日以

降に，選定の結果，参加した事業者及び評価点その他の契約の相手方を選定した理由が分かる情報を

公表するものとする。 

ただし，審査内容については公表しない。また，審査内容及び評価結果についての異議申立ては認

めない。 

１０ 契約手続  

   ⑴ 契約交渉の相手方に選定された者と本市との間で，委託内容，経費等について再度調整を行

った上で協議が調った場合，委託契約を締結する。 

また，契約に関する費用（収入印紙代を含む）は，相手方の選定を受けた者の負担とする。 

   ⑵ 契約代金の支払いについては，精算払とする。 

   ⑶ 選定された候補者が，特別な事情等により契約を締結しない場合は，その理由を記載した辞

退届を提出すること。なお，この場合，次順位者を候補者とする。 

１１ 報告書の提出 

   業務終了後，実施内容及び成果物が分かる書類を添付のうえ，業務完了報告書を提出すること 

１２ その他 

⑴ 本業務は，本要項によるほか，関係法令等に準拠して実施すること 

⑵ 本業務の実施により，得られた成果物の著作権，版権等の一切の権利は本市に帰属する。 

⑶ 提出書類の作成に要する経費は，提案者の負担とする。 

⑷ 企画提案書作成のために本市から受領した全ての資料は，本市の許諾を得ないで，公表し，

又は使用してはならない。 

⑸ 業務全般に当たり，常に本市職員と密接な連絡を取り，連携して行うこと。また，各種設営

に当たっては，安全に十分配慮し，撤去後は原状回復すること。その際，押しピン，クギ，針

金等の使用を避け，使用した場合は，責任を持って回収すること 

⑹ 本要項及び仕様書に定めがない事項又は規定に疑義がある場合については，本市職員と協議

し，その指示に従うこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記１ 評価基準 

 

【審査委員】（３名） 

委員長  文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課計画推進担当課長  

委 員  文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課担当課長補佐 

委  員  文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課振興担当職員 

 

 

評価項目 評価内容 配点 

全体の評価 

提案内容は本事業の

趣旨に合っているか 
仕様書を的確に捉え，明確かつ具体的な内容であるか。 ２０点 

若者を引きつける 

工夫があるか 
若者が興味を持つ内容となっているか。 １５点 

伝統産業に親しめる

企画かどうか 

テーマである伝統文化を紹介するとともに関連した伝統産業

にも親しめる内容となっているか。 
１５点 

京都市の文化政策を

理解した内容か 

事業者が有する京都市の文化に関する知見，ノウハウや経験

を生かした提案となっているか。 
１０点 

広報 
若者への効果的な 

周知方法であるか 

若者から多数の参加者を得るため，多様な宣伝媒体を活用し

た，誘客効果の高い広報展開が提案されているか。 
１０点 

設営・ 

運営・ 

実施体制 

実現性 

業務内容に応じた適正な実施体制（責任者，人員，役割分担

等），スケジュールとなっており，業務を迅速に遂行すること

ができるか。 

５点 

安全性 
参加者に安心・安全に参加してもらえるような安全管理計画

や運営計画の提案がなされているか。 
５点 

小計 ８０点 

事業実績 本業務と同種・類似業務の実績があるか。 ５点 

 市内企業 

京都市内に，本店，支

店又は営業所等を有

する者であること。   

市内に本店がある中小企業者 
５

点 ５

点 
市内に支店，営業所等がある中小企業者 

３

点 

価格点 満点（１０点）×（提案価格のうち最低価格／自社の提案価格） １０点 

小計 ２０点 

合計 １００点 


